
 

 

廃棄物・リサイクル対策に関する提言 

 

 廃棄物・リサイクル対策の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措

置を講じられたい。 

 

１．廃棄物処理施設の整備等について 

ダイオキシン対策等を施した廃棄物焼却施設が老朽化するなど、多くの地域で耐用

年数を大幅に超える廃棄物処理施設が多数あり、適切なタイミングで更新・改良を進

める必要があることを踏まえ、国は、次の事項について積極的な措置を講じられたい。 

（１）循環型社会形成推進交付金について 

① 都市自治体に対し交付申請額が満額交付されるよう、所要額を確実に確保する

こと。 

② 廃棄物処理施設の整備をはじめ基幹的改良や修繕等に係る支援措置を更に充

実させること。 

③ 災害廃棄物用ストックヤード、周辺環境施設、中継施設の整備事業、エネルギ

ー回収型廃棄物処理施設及び最終処分場に係る用地費や敷地造成費を交付対象

とするなど、都市自治体の実情に即したものとなるよう見直すこと。 

④ 基幹的設備改良事業に係る二酸化炭素排出量の削減に関する要件を緩和する

こと。 

⑤ 人口要件の見直しや特例地域の拡大など、交付対象地域人口に関する要件を緩

和すること。 

（２）廃棄物処理施設の解体撤去工事費について、解体のみの場合や跡地が廃棄物処理

施設以外に利用される場合等も循環型社会形成推進交付金の交付対象とするなど、

財政措置の拡充を図ること。 

（３）廃棄物処理施設の整備に係る地方債について、対象範囲を拡大すること。 

 

２．家電リサイクル制度について 

（１）リサイクル費用については、製品購入時に支払う「前払い方式」に改めること。 

また、対象品目の更なる拡大を図ること。 

（２）不法投棄された廃家電製品の収集運搬費用、リサイクル費用については、拡大生

産者責任の原則に基づき、事業者が負担する仕組みとすること。 



 

 

 

３．容器包装リサイクル制度について 

（１）拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化・明確化を図るとともに、都

市自治体と事業者等との役割分担及び費用負担を適切に見直すこと。 

   特に、都市自治体の収集運搬、選別保管に係る費用負担を軽減すること。 

（２）容器包装廃棄物の減量と環境負荷の低減を進めるため、発生抑制、再利用を優先

させる仕組みを構築すること。 

（３）廃プラスチック類等の再商品化対象範囲を拡大すること。 

  また、廃プラスチック類の再商品化手法について、都市自治体が柔軟に選択でき

る仕組みとすること。 

 

４．小型家電リサイクル制度に係る費用負担について、国の責任において確実に財源を

確保するとともに、都市自治体に新たな財政負担が生じる場合については、国がその

全額を負担すること。 

 

５．食品リサイクル制度における食品循環資源の再生利用の促進を図ること。 

また、広域処理等に係る制度を拡充するとともに、国と都市自治体との連携強化策

を講じること。 

 

６．廃棄物の焼却により発生する焼却灰等のリサイクル経費について、十分な財政措置

を講じること。 

 

７．一般廃棄物の溶融スラグについて、有効利用が促進されるよう、必要な措置を講じ

ること。 

 

８．いわゆる「ごみ屋敷」について、都市自治体が適切に対処できるよう、関係法令の

整備等、必要な支援策を講じること。 

  


